
１．業務概要 ⑥住宅・建築・都市・まちづくり
安全・快適に暮らすことのできる質の高い生活空間の構築を目指して、建築行政・住宅行政・まちづくり
行政の様々な分野で、政策デザイン、政策実行等を行っています。

①建築物の安全・安心に関する業務

●火災実験のデータ等をもとに、安全性を検証しながら、

建築物の基準見直し

●旧基準で建築された既存建築物の活用

● BIM 活用などによる建築DXの推進

●建築物のバリアフリー化を進めるための枠組みづくり

③誰もが安心して暮らせる住環境の実現に関する業務

●被災者の生活再建の柱となる住まいの確保支援

●高齢者などが安心して健康に暮らせるよう、安否確認
などのサービスが提供される賃貸住宅の供給促進

●誰もが安心して住まいを確保できるよう、民間住宅を
活用した住宅セーフティネットの推進

●地域で安心して暮らせる、公的賃貸住宅の再生や
子育て支援施設等の併設による福祉拠点化

災害公営住宅（東日本大震災） セーフティネット登録住宅

②建築物の環境対策に関する業務

●住宅・建築物の脱炭素化の推進
（義務付け、基準作成、ライフサイクルカーボン削減の取組等）

●先進的なモデルプロジェクト・技術開発への支援

（補助金やプロジェクト報告会の開催による普及拡大）

●市場取引で、環境性能の高い建築物が選択されるよう
総合的な評価・表示ルールの確立

●省エネ性能の高い木造住宅や伝統的な和の住まいの普及

省エネ性能の表示

④安心して住宅を取得できる環境づくりに関する業務

●長く使える良質な住宅が供給される環境づくり

●住宅の性能を表示する制度づくり（基準作成等）

●民間金融機関が、個人の住宅取得時に提供する
長期固定金利の住宅ローンの環境づくり（証券化支援）

●個人が安心して既存住宅を購入できる仕組づくり（表示基準等）

●住宅に欠陥がみつかった場合の保険制度（運営支援等）

⑤都市計画やまちづくりに関する業務

●良好な市街地環境の確保に関する制度（土地利用規制、建築規制・誘導等）

●再開発・区画整理等の事業手法によるまちづくりへの支援

●大地震時の被害が懸念される密集市街地の解消への支援

●観光振興にもつながる空き家活用や街なみ整備といった
地域の創意工夫による住宅活用・まちづくりの支援

●高経年マンションの管理適正化、再生の推進

●郊外住宅団地の再生に向けた取組

●コンパクトシティ実現のためのまちづくり関連制度の枠組みづくり

省エネルギー性

バリアフリー性

劣化対策

維持管理・更新の容易性

火災時の安全性耐震性

コンパクトシティに取り組む自治体

和の住まい

実大規模の火災実験

（国立研究開発法人建築研究所のHPより）

競技場のバリアフリー化
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立地適正化計画区域
＝都市計画区域

市街化区域等

居住誘導区域 都市機能
誘導区域

１ 建築物の安全性等の確保と新しい技術の支援 ２ 少子高齢社会における住宅・まちづくり

（居住支援協議会による多様な主体の連携） （団地の再生）

バリアフリー基準を満たす客室の例

改修前

建築基準法に基づく大臣認定の例

屋根が防火性能を満たさない 安全性確保の代替措置

昔の団地を
暮らしやすく再生

生活福祉・
就労支援協議会

居住支援団体
居住支援法人
ＮＰＯ

社会福祉法人 等

居住支援団体
居住支援法人
ＮＰＯ

社会福祉法人 等

不動産関係団体
宅地建物取引業者
賃貸住宅管理業者

家主 等

不動産関係団体
宅地建物取引業者
賃貸住宅管理業者

家主 等

地方公共団体
（住宅・福祉部局）
都道府県・市町村

地方公共団体
（住宅・福祉部局）
都道府県・市町村

都市再生の例（虎ノ門地区）

建物外観 自動首振放水銃 炎検知設備

歴史的建築物の活用例（横浜市内の例）

３ 老朽化マンションの再生

Before After

老朽化マンションの建替え事例（町田山崎団地）

外壁が崩壊した事例

連携

連携 連携

連携

連携

連携

居住支援協議会

地域住宅協議会

(自立支援)
協議会

昭和４０年代後半から大量に建設されたマンション

について、今後、老朽化や管理組合の担い手不足が

顕著となる見込みであるため、「管理の適正化」や

「建替等の再生の円滑化」を支援しています。

多様な世代が、いきいきと生活し、活動できる住宅

や住環境・まちづくりが重要となっており、

・ 新たな住宅セーフティネット制度の推進

・ スマートウェルネス住宅・シティの実現

・ 住宅団地（いわゆるニュータウン）の再生

などを支援しています。

安全で快適な建築物の整備を進めるため、

・ 構造・防火・省エネ・バリアフリーなどの技術基準

の整備

・ 新技術を導入する場合の建築基準法に基づく

大臣認定

・ ストックの改善（例：耐震改修、省エネ改修）の

ための支援制度（補助制度）の整備

・ 歴史的建築物の活用のためのガイドライン整備

などを行っています。

人口減少社会において、健康で快適に生活できる

安全で、持続可能な都市を維持していくために、コン

パクトなまちづくりや都市再生を支援しています。

コンパクトシティのイメージ図

４ 都市のコンパクト化と都市再生のためのまちづくり

虎ノ門ヒルズ
Ⅲ街区

虎ノ門ヒルズⅢ街区

Ⅱ街区

Ⅰ街区
環状第２号線
（地下トンネル出入口）

環状第２号線

環状第２号線
（新橋ランプ）

新橋駅方面

築

地

方

面

赤坂
方面

桜
田
通
り

愛
宕
通
り

日
比
谷
通
り

建築後30年、40年、50年超の分譲マンション数

◆詳細は、業務紹介＆採用案内（建築系学生向け）のパンフレットをご覧ください。

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/content/001573832.pdf

再開発事業施行区域

２．業務事例 ⑥住宅・建築・都市・まちづくり
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